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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審

査請求について、 審査庁から諮問があったので、次のとおり 答申す

る。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○区○○福祉事務所長（以下「処分

庁」という。）が、請求人に対し、平成２９年１０月２４日付け

で行った法６３条の規定に基づく返還金額決定処分（以下「本件

処分」という。）の取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由により、本件処分は違法又は不

当であると主張する。  

 平成２８年３月分収入１１，４５９円（本件還付金）は、保護

開始前の平成２７年に過剰徴収された分の返戻であるのだから、

保護申請時点での手持金として扱われるべきである。また、処分

庁による「月額８，０００円控除」とはどのような根拠に基づく

ものか不明である。説明もない状態で一方的に返還を求めること

は不当である。  

 月々の支給額が頻繁に変更されていること、当月分の支給と前

月分の追加支給が前後していることなどについて、処分庁に確認
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依頼中だが、未だ対応してもらえていない。こうした中で返還を

求められることは不当である。  

 

第４  審理員の結論  

以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査

法４５条２項の規定を適用して棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ３月２６日  諮問  

平成３０年  ５月１０日  審議（第２１回第１部会）  

平成３０年  ６月１４日  審議（第２２回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

 審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した  

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  保護の補足性及び保護の基準について  

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利

用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生

活の維持のために活用することを要件として行われるとされて

いる。  

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める

基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その

者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度に

おいて行うものとするとされている。  

⑵  届出の義務について  

法６１条によれば、被保護者は、収入、支出その他生計の状
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況について変動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関

又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならないとされて

いる。  

⑶  収入額の認定について  

 地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定に基づく法

の処理基 準であ る 「生活保 護法に よ る保護の 実施要 領 につい

て」（昭和３６年４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次

官通知。以下「次官通知」という。）の第８・３・⑴・ア・ (ｱ)

によれば、官公署、会社、工場、商店等に常用で勤務し、又は

日雇その他により勤労収入を得ている者については、基本給、

勤務地手当、家族手当及び超過勤務手当等の収入総額を認定す

ることとされており、同 (ｲ)によれば、勤労収入を得るための必

要経費としては、次官通知第８・３・⑷によるほか、社会保険

料、所得税、労働組合費、通勤費等の実費の額を認定すること

とされている。  

 そして、上記次官通知第８・３・⑷は、「勤労に伴う必要経

費として 別表『 基 礎控除額 表』の 額 を認定す ること 」 と規定

し、別表で、各収入金額区分に応じた控除額（月額）を具体的

に定めている。  

⑷  費用返還義務について  

ア  法６３条によれば、被保護者が、急迫の場合等において資

力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要す

る 費 用 を支 弁 した都 道 府 県又 は 市町村 に 対 して 、 すみや か

に、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保

護の実施機関の定める額を返還しなければならないとされて

いる。  

 そして、法６３条の規定は、被保護者に対して最低限度の

生活を保障するという保護の補足性の原則に反して保護費が

支給された場合に、支給した保護費の返還を求め、もって生
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活保護制度の趣旨を全うしようとするものであると解されて

いる（東京高等裁判所平成２５年（行コ）第２７号事件・平

成 ２ ５ 年４ 月 ２２日 判 決 ・裁 判 所ウェ ブ サ イト 裁 判情報 掲

載）。  

  イ  「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについ

て」（平成２４年７月２３日付社援保発０７２３第１号厚生

労働省社会・援護局保護課長通知）の１・⑴によれば、法６

３条に基づく費用返還の取扱いについては、原則、全額を返

還対象とすべきであるが、全額を返還対象とすることによっ

て当該被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場

合は、「当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充

てられたものであって、地域住民との均衡を考慮し、社会通

念上容認される程度として保護の実施機関が認めた額」等に

ついては、返還額から控除して差し支えないとされている。  

ウ  「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚

生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」と

いう。）によれば、法６３条の返還対象額を算定するに当た

り適用される控除については、保護の開始時において既に資

力を有していた場合は、もしその時点で資力が活用可能な状

態にあれば、それは現金化することにより最低生活の維持の

ために当てられていたものであるのだから、必要経費等を除

き実際の受給額全額を返還の対象とすべきであり（問１３－

２３（答）⑴）、一方、保護開始後に発生した資力について

は、それが速やかに現金化できる状況にあれば、本来収入認

定を行うべきものであるのだから、法６３条を適用する場合

には保護の実施要領に定める収入認定の各規定に従って必要

な控除等を適用すべきであるとされている（同⑵）。  

エ  また、問答集によれば、収入の増減が事後になって明ら

かとなっても、扶助費の額の遡及変更の限度は３か月程度
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（確認月からその前々月までの分）と考えるべきであり、

それ以前の返納額は法６３条により処理すべきであるとさ

れている（問１３－２（答）２及び３）。  

２  これを本件についてみると、以下のとおりである。  

⑴  未充当収入について  

  請求人が、保護開始時（平成２８年３月９日）、現金に具体

化しない状態で有していた資力（本件還付金）、及び、保護開

始後、収入充当されていなかった平成２８年６月分の就労収入

の内容は、以下のア及びイのとおりである。  

ア  本件還付金１１，４５９円は、請求人が平成２８年３月４日

に所得等の申告を行ったことにより確定した資力であるが、そ

れが活用可能な状態になったのは、同金額が請求人の預金口座

に振り込まれた同月３０日である。  

 イ  請求人が本件会社から支払を受けた平成２８年６月分の就

労収入は、以下の (ｱ)ないし (ｳ)のとおりである。  

(ｱ) 平成２８年６月分の給与に係る収入  

ａ  支給額合計：６５，７２０円  

ｂ  社会保険料合計：－１８，９５２円  

(ｲ) 平成２８年６月賞与に係る収入  

         ａ  支給額合計：５７，６６０円  

     ｂ  社会保険料合計：－８，６８４円  

(ｳ) 平成２８年７月分の給与に係る収入  

ａ  同年６月の欠勤に係る返還額：－４２，４００円  

ｂ  社会保険料合計：－１８，６９０円  

⑵  法６３条の適用について  

上記⑴のとおり、請求人には保護費の支給において未充当と

なっていた収入があったものと認められるところ、前記１・⑴

に述べた保護の補足性の原則に従えば、これらの収入は、請求

人の最低限度の生活の維持のために活用すべきであり、法に基
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づく保護は、これらの収入を活用してもなお不足する分を補う

限度で行われるべきこととなる。  

そして、保護変更処分により扶助費の額を遡及変更する限度

は 、 実 務 上 ３ か 月 程 度 と 考 え ら れ て い る と こ ろ （ １ ・ ⑷ ・

エ）、それ以上に遡る期間に関しては、当該収入を法６３条の

「資力」として認定し、その期間中に支給した保護費について

は、資力に相当する額の限度で、これを同条により返還するべ

き旨を決定することが、生活保護制度の趣旨を全うするために

設けられた仕組みであると解せられる（１・⑷・アに引用の裁

判例参照）。  

そうすると、処分庁が、上記⑴の各収入について、法６３条

の規定を適用して、その額に相当する保護費の返還を請求人に

対して求めることを決定したことについては、誤りはないとい

うべきある。  

⑶  返還金額の決定について  

処分庁は、①上記⑴の収入を９２，４３９円（⑴・アの本件

還付金１１，４５９円＋同イの (ｱ)ないし (ｳ)の各ａの合計額で

ある平成２８年６月分の就労収入８０，９８０円）、②上記①

の収入を得るための必要経費の額を７５，９２６円（本件還付

金に係る控除額８，０００円＋平成２８年６月分の就労収入に

係る控除額６７，９２６円（⑴・イの (ｱ)ないし (ｳ)の各ｂの合

計額である社会保険料４６，３２６円＋基礎控除額２１，６０

０円））、また、③自立更生のためのやむを得ない用途に充て

られたものは認められない（０円）として、上記①ないし③を

前提に算 出した 資 力を１６ ，５１ ３ 円 （平成 ２８年 ３ 月 分を

３，４５９円、同年７月分を１３，０５４円）と認定し、各月

の資力の金額が同年３月及び同年７月の各支給済保護費の額を

超えていないことを確認した上で、本件処分を行ったことが認

められる（別紙「返還金額内訳」参照）。  
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⑷  上記⑴ないし⑶を前提とすると、返還金額を１６，５１３円

と算出した本件処分に至る過程には、取り消すべき違法・不当

な点があるということはできないものである。  

⑸  ところで、前記１・⑷・ウのとおり、法６３条を適用する場

合で保護の開始時において既に資力を有していた場合は、必要

経費等を除き実際の受給額全額を返還の対象とすべきであると

されているところ、処分庁は、本件還付金について８，０００

円の控除を適用しており（⑶・②）、この点について、控除を

行う根拠を欠く誤りがあることが認められる。  

しかしながら、この誤りによって算出された本件返還決定金

額は、正しく算出した額よりも少なく算出されており、誤りが

請求人に有利に働いているものと認められるため、この誤りを

もって本件処分を取り消すことはできない（行政不服審査法４

８条参照）。また、本件返還決定金額についてのその余の算出

過程については、特に誤りは認められない。  

以上により、本件処分は、上記取消理由とすることができな

い一点を除いて、結論において妥当なものと認められる。  

３  請求人の主張（第３）についての検討              

請求人は、本件還付金について、保護申請時点での手持金とし

て扱うべきであり、「月額８ ,０００円控除」の根拠が不明であ

ることから、違法又は不当である旨を主張する。  

しかしながら、手持金とは、保護開始時に保有する金銭のうち

いわゆる家計上の繰越金程度のものと解されるところ（「生活保

護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月

１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知）問第１０の１０－

２参照）、本件還付金は、保護開始時点において現金に具体化し

ない状態で有している資力であり、手持金には当たらない。  

また、８ ,０００円の控除の適用については、上記２・⑸のとお

り、控除を行う根拠を欠く誤りがあると認められるが、その誤り
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が請求人に有利に働いているものと認められるため、この誤りを

もって本件処分を取り消すことはできない（行政不服審査法４８

条参照）。  

   さらに、請求人は月々の支給額が頻繁に変更されていることや

当月分の支給と前月分の追加支給が前後していることなどから違

法又は不当である旨を主張するが、いずれも本件処分の適否に係

ることではないから、本件処分が違法又は不当である理由にはな

らない。  

したがって、上記の請求人の主張は、本件処分の取消理由とし

て採用することはできない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

  その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

別  紙（略）  


